
賃貸取引きにおけるＩＴ重説運用開始に伴う推奨ソフトのお知ら
せ
平成29年10月1日より、不動産の賃貸借契約において
テレビ会議などのＩＴを活用して重要事項説明を行うことが
可能となりました。

これに伴い国交省にて作成した実施マニュアルを
下記にて掲載いたします。

※実施マニュアル概要はこちら→IT重説　マニュアル概要（国交省）

なお、全日本不動産協会では、
ラビーネットの業務支援コンテンツとして、
下記のソフト(有料)を推奨いたしますので
ご活用下さい。

1．推奨ソフト：Skype for Business（大塚商会「たよれーる」Office365の機能）
2．提供会社：株式会社 大塚商会
＊料金等詳細については、ラビーネット上にＩＴ重説専用ページを開設しますので
確認下さい。（掲載日：10月5日）

会員専用ページ：コチラから詳細をご確認ください。

※ＩＤ・ＰＷがわからない場合は、事務局098-867-6644までお問い合わせください。
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